
「専門Ⅱ」研修を

お手元に介護支援専門員証と研修修了証明書を準備して御確認ください

現有効期間に

専門研修を修

了していない

現有効期間に

「専門Ⅱ」研修

を修了済み

現有効期間に

専門研修を修

了していない

現有効期間に

「専門Ⅰ」研修

を修了済み

現有効期間に

「専門Ⅰ」と

「専門Ⅱ」研修

を修了済み

希望する

希望しない希望する

ない

有効期間が過ぎると介護支援専門

員の業務につくことができません。

再度、介護支援専門員として働く場

合は、「再研修」を修了し、証の
交付を受ける必要があります。

有効期間の更新を希望しますか？

更新に必要な研修は修了済みです。各研修修了証明書受領後、12月20日までに更新の手続きを行ってください。

介護支援専門員証の更新に必要な研修フローチャート
和歌山県登録・令和６年度更新者（介護支援専門員証の有効期間が令和７年中）向け

現在の証の有効期間満了日からさかのぼって５年以内（以下

「現有効期間」という）に、主任更新研修を修了しましたか？

主任介護支援専門員の資格更新を希望しますか？

・希望しない

・主任介護支援専門員

の資格を持っていない

修了した 修了していない

主任介護支援専門員の有効期間が概ね２年以

内に満了しますか？

満了する 満了しない

令和６年度に「主任更新研

修」を修了してください

現有効期間に介護支援専門員の実務経験がありますか？
※認定調査員業務は実務経験に含まれません

ある

令和６年度

に「更新研

修（実務未

経験者）」

を修了して

ください

前回（前々回）の証の更新（又は証交付）はどの研修により行いましたか？

①前回、実務研修

②前回、再研修

③前回が更新研修（実務未経験者）で

前々回が再研修

④前回、前々回が更新研修（実務未経験者）

⑤前回、専門課程Ⅰと専門課程Ⅱ

⑥前回、専門課程Ⅱのみ

⑦前回が更新研修（実務未経験者）で

前々回が専門課程Ⅰと専門課程Ⅱ

令和６年度に

「更新研修

（実務経験

者）の 専門

Ⅱ相当コー

ス」を修了し

てください

令和６年度に

「更新研修

（実務経験

者）の全日程

コース」を修

了してくださ

い

令和６年度に

「更新研修

（実務経験

者）の 専門

Ⅱ相当コー

ス」を修了し

てください


